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2026年６月26日 

住友生命保険相互会社 

 

 

営業職員チャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢の    

更なる高度化に向けた取組み状況のご報告（2025 年度） 
 

住友生命保険相互会社（取締役 代表執行役社長 高田 幸徳、以下「住友生命」）は、生命

保険事業を通じて、お客さまの人生を支え、お客さま・社会に貢献するというパーパス（存

在意義）を掲げ、法令遵守にとどまらない社会的良識に基づく行動を徹底し、事業活動の礎

として信用・信頼を守り高める取組みを進めています。 

その一環として、2023 年２月に生命保険協会が制定した「営業職員チャネルのコンプラ

イアンス・リスク管理態勢の更なる高度化にかかる着眼点※」（以下、「着眼点」）を踏まえ、

住友生命の取組みを公表しています。 

※ 詳細は以下リンクをご覧ください。 
  https://www.seiho.or.jp/info/news/2023/20230217_1.html 
※ なお、「着眼点」については、各社の「着眼点」に関する取組み状況や運用上の課題に係るアンケート結果等を踏ま

え、2026 年４月に以下のとおり更新されております。 
https://www.seiho.or.jp/info/news/shared/mt-item/20260417_2.pdf 

 

「着眼点」を踏まえた運営定着に向け、お互いを尊重しあえる「理想の職場づくり」に

向けた経営層からのメッセージ発信や、リスクに重点を置いた重点サポート支部運営、懸

念職員への面談指導、モニタリングの高度化など各種取組みを推し進めています。今般、

2025年度を中心とした住友生命の取組み状況についてご報告します。 

また、住友生命をはじめ、生命保険業界内で発生した金銭詐取事案を踏まえ、現在、着

眼点に基づく各種再発防止策の検討を行っています。具体的には、金銭詐取事案で認識し

たリスクへの対応強化および当該リスクの予兆を把握した際の対応の標準化等に取り組ん

でいきます。 

 

これからも、お客さま本位の業務運営および営業職員チャネルのコンプライアンス・リ

スク管理態勢の更なる高度化により、経営品質をさらに高め、お客さまと社会のウェルビ

ーイングに貢献する「なくてはならない保険会社グループ」の実現を目指します。 

 

取組みの詳細は別紙をご参照ください。 

 

以上 

  

https://www.seiho.or.jp/info/news/2023/20230217_1.html
https://www.seiho.or.jp/info/news/shared/mt-item/20260417_2.pdf
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別紙 
営業職員チャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢の 
更なる高度化に向けた取組み状況のご報告（2025年度） 

 
＊昨年度の公表内容からの追加取組みについて下線を引いております。 

 

１．コンプライアンス・リスク管理態勢 

＜「着眼点」の記載内容＞ 
「コンプライアンス・リスク管理態勢」は、各社の業務運営の基礎となる組織体制の構
築や企業文化の形成等を指す。営業職員チャネルの特徴・強みであるお客さまとの強固
な信頼関係に応え変わらぬ安心をお届けしていくためには、目指す理念や価値観の共有、
実効的な統制策を遂行する強固な組織体制の構築等、健全なコンプライアンス・リスク
管理態勢の整備・維持が求められる。 

・「リスク管理態勢の高度化による重大事案の根絶」を経営重要課題として位置付けたう
えで、最優先課題の一つとしてコンプライアンス委員会での定例的な報告・審議を行う
ことで、一時的ではなく継続的な運営管理を行っております。 

・各支社において支社長をコンプライアンス責任者、総務部長をコンプライアンス担当者
として配置し、法令等遵守の徹底と事故の未然防止・再発防止を図ることとしておりま
す。また、各支社にコンプライアンスオフィサーを配置し、コンプライアンス状況およ
び保険募集管理状況の検証等を行うことで、所管組織のコンプライアンス確保に努めて
おります。 

・当社が中長期的に目指す姿として「住友生命ブランドビジョン」、役職員が行動レベル
で実践するための規範として「住友生命グループ行動規範」等を制定しております。
「住友生命グループ行動規範」や、各種マニュアル等には社長メッセージを掲載する
等、各種機会において経営陣からのメッセージを全職員へ発信しております。また、行
動規範と紐づくケーススタディ教材を作成・提供し、また役職員一人ひとりが自らの行
動が行動規範に沿っているかを振り返るために、行動規範のポイントを記載した「クレ
ド（アクション）カード」を役職員全員に配布する等、職員が行動規範を起点に考え、
行動できる習慣づくりを目指した取組みを進めています。 

・態勢面としては、三線管理※において、１線の販売部門におけるコンプライアンス機能
強化として、支社・支部のマネジメントサポートを目的とする「機関経営サポートチー
ム」を営業総括部に設置しております。コンプライアンス統括部、内部監査部を含め
た、三線管理によるコンプライアンス・リスク管理態勢の強化を図り、不祥事案の予兆
把握・未然防止に引き続き取り組んでおります。 

※ 営業組織等の販売部門（１線）、コンプライアンス部門（２線）、内部監査部門（３線）から構成されるコンプライ
アンス・リスク管理態勢 
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・「着眼点」に基づくコンプライアンス運営計画を支社にて策定し、風土醸成や募集管理面
での懸念職員指導など、各支社での取組みを進め、定期的な振返りを実施しております。
また各支社での取組みを進めるにあたり、支社スタッフのコンプライアンス面での役割
を明確化し、実効性向上に取り組んでおります。 

・全役職員を対象とした全社的なコンプライアンス研修「信頼向上の月」を実施することに
加えて、経営層からの直接的なメッセージ配信や、不祥事件抑制に向けた職員研修を行う
ことで、コンプライアンス意識醸成や犯罪行為への関与防止に向けた教宣を進めており
ます。 

・当社においては、金融業界全般での不適切事案を受けて「グループ役職員が共通に持つべ
きマインド（信用・信頼、誠実さ、お互いの尊重）」を事業活動の「礎」とし、また各所
属にて定期的に「礎」の内容を改めて徹底する機会を設け、役職員一人ひとりが行動レベ
ルでの実践を行うよう浸透を図っており、さらに足元での社内における金銭詐取事案を
受け、より対応高度化の必要性を認識し、牽制強化等の再発防止に向けた取組みを進めて
まいります。 

・また、グループベースでのコンプライアンス態勢の更なる強化に向け、子会社を含めたグ
ループ会社全体の「共通理念」を設定し、当該「共通理念」に基づいてグループ各社が各
社業態に基づくコンプライアンス運営を策定することによりグループベースでの運営を
進めてまいります。 

 

２．コンプライアンス・リスクの評価 

＜「着眼点」の記載内容＞ 
「コンプライアンス・リスクの評価」は、自社の事業における固有のリスクや、防止す
べき不適正事象の影響度・頻度等について、適切に評価することを指す。それぞれのリ
スクに応じた適切な態勢を構築するコンプライアンス・リスク管理の考え方においては、
各社にて営業職員チャネルの特徴や自社の特性等に応じたリスクの評価がなされること
が求められる。 

・毎年、全社のコンプライアンス態勢、内部管理状況等のリスク分析・評価を踏まえた内
容で、翌年度のコンプライアンスプログラムを策定しております。各組織においては、
コンプライアンスプログラムの方針、また各組織固有のリスク評価に基づき、コンプラ
イアンス計画を作成、取組み、振返りを実施することで PDCAを回しております。 

・社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、全社の個別課題等のモニタリン
グ・分析状況等について四半期ごとに報告・審議を行っております。 

・営業職員の活動面や募集品質面に関するデータをシステム管理し、支社に提供すること
で定性的な評価も含めたリスク評価を行うことに加え、販売部門の視点から定量面での
分析を行い、コンプライアンス部門の視点を加味しながら支社・支部の予兆把握を実施
し、指導支援を引き続き実施してまいります。 
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・各支社コンプライアンス取組計画策定時に、支社で把握している情報や本社提供データ
等に基づき支社にて高リスクと考える拠点を選定し、支社において該当拠点に対する指
導・アドバイスを積極的に行う等リスク管理態勢の強化を図っております。 

・支社好取組事例の共有などにより、指導を要する懸念職員に対する牽制・指導にスポッ
トを当てた予兆把握・未然防止の充実を進めてきております。 

・加えて金銭詐取に関わる顕在化事案を踏まえ、何らかの金銭不安情報を得た場合の身上
把握、情報把握、指導等の対応態勢の強化を図ります。また、その身上変化や指導内容
等について、支社コンプライアンス委員会で審議し、リスクフォーカスした対応促進を
図ってまいります。 

 

３．コンプライアンス・リスクに対するコントロールの整備・実施 

＜「着眼点」の記載内容＞ 
「コンプライアンス・リスクに対するコントロールの整備・実施」は、統制環境やリス
ク評価に基づく、コンプライアンス・リスク管理上の具体的な統制策に関する取組みを
指す。営業職員チャネルにおける不適正行為の防止のためには、前述のリスク評価の結
果も踏まえた強固な統制策の整備・実施が求められる。 

・「保険募集コンプライアンス・マニュアル」において、手続きルールの徹底やミスに対
する注意喚起、お客さま本位の活動の重要性を伝えると同時に、不適正行為の抑制を目
的として、不適正行為により該当のお客さまのみならず他のお客さまにもご迷惑がかか
る点、懲戒規程に基づき処罰される点等を記載しております。 

・全職員を対象としたコンプライアンス研修（「信頼の日」研修）を毎月実施し、コンプ
ライアンス意識の醸成、ルールの徹底を図り、理解度の向上を進めております。上記研
修の一環として、コンプライアンス理解度、募集品質向上理解度を確認するテストを実
施し、得点の低い営業職員には再度研修・テストを行っております。 

・各支社において、毎月の定例研修をはじめとしてリスクベースでのコンプライアンス研
修を実施しております。また、支社コンプライアンス委員会を毎月開催し、活動状況等
の把握が必要な営業職員について情報共有を行うとともに、当該職員に対して支社総務
部長等の支社役職者による定期的な面談を実施するなど、リスクに応じた重点的な審
議・指導を行うことで、自組織のコンプライアンス確保に向け、自律機能の発揮に努め
ております。 

・不正の発生抑制の観点から、キャッシュレス化の取組みとして、保険事務手続きにおけ
る現金取扱いを原則停止しております。あわせて、「保険募集コンプライアンス・マニ
ュアル」に、原則として現金を受領することはできず、現金の受領が必要な場合は特定
の職員（支部長・拠点事務担当者等）のみ取扱い可能である旨を明記しております。 
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・ご高齢のお客さまに安心･納得して保険のご加入を検討いただくため、お客さまのご年
齢が 70歳以上の場合に、原則として契約者代理人または 被保険者代理人等の同席のも
と説明を行っております。 

・営業拠点である支部において営業職員の管理・指導を行う立場である支部長に対し、指
導者として目指す姿を明確にし、指導力の更なる向上を図るとともに、資格が上位の支
部長を対象に、継続的な学びの機会であるリカレント共育として、社会から求められる
組織・組織の長のあるべき姿等について考える機会とする研修を行っております。 

・また、金銭詐取事案の未然防止に向けた注意喚起追加対応として、毎年１回、お客さま
に送付する「安心だより」や当社 HPトップ画面、営業活動用端末でのお客さま操作画
面上に、営業職員による直接の現金授受の禁止等、金融犯罪への注意喚起文言の掲載等
の対応を実施し、お客さまへ直接の注意喚起のレベルアップを図っております。 

 

４．コンプライアンス・リスクのモニタリングおよび不適正事象の（予兆）把握時の対応 

＜「着眼点」の記載内容＞ 
「コンプライアンス・リスクのモニタリング」は、自社におけるリスク評価やコントロ
ールの状況を含む、自社のコンプライアンス・リスク管理態勢の整備・機能状況の監視
を指す。新型コロナウイルス感染症の感染拡大やデジタライゼーションの進展等に伴う
リモート環境下での活動機会の増加等、環境の変化によりリスクの状況や統制策の実効
性等も変化しうるものであり、実効的なコンプライアンス・リスク管理態勢の維持のた
めには、コントロールを通じて得られる不適正事象の（予兆）情報も含め、適切なモニ
タリングの実施が求められる。 

・各支社組織等にコンプライアンスオフィサーを配置するとともに、本社組織にコンプライ
アンス推進役を設け、コンプライアンスオフィサーと連携しながら、ブロックごとに各支
社の状況をモニタリングしております。 

・支社にて、営業職員の活動内容・品質面をきめ細やかに指導・サポートすることを目的と
して、指導を要する営業職員を対象に、定期的な支社役職者との面談を実施しております。 

・本社において苦情の把握や内容チェックを行うことにより、不適切募集等の検知を実施し
ており、早期発見・早期解決に努めております。 

・コンプライアンス部門にて、多額の契約者貸付があるケース等、営業職員の取り扱う契約
における保全手続きの状況を確認するとともに、優績の営業職員や高齢の営業職員の活
動状況・苦情状況等に関する定期的なモニタリング、またメールアドレス・登録口座変更
等における懸念事象把握に向けたデータ精査も併せて実施し、リスクの予兆把握・検証を
行っております。 

・営業職員の金銭不安情報を把握した場合の対応を明確化し、確実な実施に向け社内での周
知徹底を図りました。また、一定の基準で定めた職員の取次ぎに関し、お客さま確認の範
囲を拡大するなど牽制を強化しました。 

・引き続き、これまでに発生した不祥事案を踏まえ、様々な観点からモニタリングを充実す
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るとともに、他社取組み事例も参考にしながら、各種システム対応を進めることで、モニ
タリングの実効性の強化を図り、不祥事案の予兆把握、未然防止に努めてまいります。 

５．コミュニケーション 

＜「着眼点」の記載内容＞ 
ここでいう「コミュニケーション」とは、必要な情報が適時適切に、社内外の関係者に
伝達されるための管理態勢および日常業務における取組みを指す。社内環境等の要因に
よるコミュニケーションの不足は、不適正事象の抑止・発見の阻害要因ともなり得るこ
とから、社内・社外（お客さまや各種ステークホルダー等）との適切なコミュニケーシ
ョンが行われる環境や態勢を構築することが求められる。 

・経営陣からのメッセージについて、年 1 回開催される「ブランドライブ※」の場や Web
社内報を通じて発信しております。また、ブランドライブにおいては、経営陣と職員の双
方向のコミュニケーションを図ると共に、職員から寄せられたコメントや職員アンケー
トの結果については経営陣まで共有しております。 

※ 当社ブランド戦略の社内浸透を目的とした職員参加型のオンライン配信イベント 

 
・当社のホームページにて、各種お問い合わせ窓口やよくあるご質問（ＦＡＱ）について公
表するとともに、不適正事象が発生した場合には、事象の重大性やお客さまへの影響を踏
まえ、内容、再発防止策、自社のコンプライアンス・リスク管理態勢について公表する等
の対応を行っております。このような取組みを通して、お客さまや各種ステークホルダー
との適切なコミュニケーションを心がけております。 

・内部通報制度の実効性を高める観点から、通報者が通報を理由として不利益な取扱いを受
けないことを明確に定め、電話やWeb等で受け付ける通報・相談窓口に加え、社外弁護
士窓口を設置する等、安心して通報できる環境の整備に取り組んでおります。 

・指導者層のレベルアップを図り、組織の持続的な発展を推進するため、支社長と支部長の
コミュニケーションを促進する等、営業組織内で円滑なコミュニケーションが取れる環
境整備を一層進めてまいります。 

・地域に根差してお客さま・社会からの信任を得て、すべてのステークホルダーのウェルビ
ーイングを実現するため、すべての職員が生きいきと長く働き続けることができる職場
づくりに努めてまいります。 

・月 1回、各所属・チームにおいて全メンバーが目指すゴール、実現したいことの認識をす
り合わせる対話機会として「ウェルビーイングミーティング」や支社・支部における「未
来予想図ミーティング」を通じて、「使命感の醸成」、「組織・所属の一体感醸成」、「職員
のエンゲージメント向上」を図り、ひいては「お客さまのウェルビーイング」実現に貢献
してまいります。 

・役員が 1 年間にわたって担当支社と継続的に対話を行う「役員フォロー運営」を継続し
て行い、今後もコミュニケーション活性化や現場の取組みを後押ししてまいります。 

・コミュニケーションの向上などを通じた職場環境の維持向上に向けた取組みとして、経営
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層からのメッセージやコミュニケーション等をテーマとした管理職向け研修などの「理
想の職場づくり」運営を進めております。 

・不正やハラスメントの懸念を感じた場合に職場の上司等に相談する「スピークアップ風土
の醸成」に向け、経営層からのメッセージ、取組み依頼を発信し、各種会議・研修等にお
いて教宣を図っております。 

・また、毎年、全職員を対象に職員アンケートを実施し、全社運営の浸透や取組みの確認と
同時に、コンプライアンス面や職場環境面、お客さま本位に関する職員意識の確認を行っ
ております。 

 

６．監査 

＜「着眼点」の記載内容＞ 
「監査」部門は、三線管理態勢において、営業組織等の業務部門（１線）・コンプライア
ンス部門（２線）のコンプライアンス・リスクに関する態勢や取組みが適正かつ有効に
構築・実施されているかの検証を行い、改善につなげる役割を担っている。営業職員チ
ャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢が実効的に整備されるにあたり、監査部門
が営業職員チャネルの特性や自社を取り巻く環境等を理解し、役割を発揮していくこと
も求められる。 

・地域の統括拠点である支社およびその傘下の支部に対する内部監査（以下、支社監査）に
おいては、経営目標実現と課題解決に資するべく、従来からの準拠性検証（細則やルール
に沿った業務が行われているか）に加え、態勢検証（支社の運営・取組み等の妥当性・実
効性を定性的に評価）をより重視した監査を実施しております。引き続きデータ活用によ
るリスクアセスメントや改善フォローの見直し等、支社監査全体の検証レベルの向上に
取り組んでまいります。 

・また、金銭詐取に関わる顕在化事案を踏まえて、支社の取組みの実効性等について、より
踏み込んだ検証に努めてまいります。 

・コンプライアンス・リスク管理態勢の高度化に向けた取組みや「住友生命グループ行動規
範」の浸透・定着に向けた取組みについては、支社監査における発見事項や取組状況の検
証等も踏まえ、本社部門の PDCA 機能の発揮状況等を監査にて検証しております。引き
続き経営陣の課題認識や「着眼点」の更新内容（参考となる他社の取組例等）を踏まえ、
実効性のある内部監査に努めてまいります。 

 
以上 


